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証券コード 5282
2026年６月2日

（電子提供措置の開始日 2026年５月29日）
株 主 各 位

東京都文京区小石川一丁目４番１号

代表取締役社長 堀 田 穣

第57回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。
さて、当社第57回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第57回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.geostr.co.jp/ir/library/convening

また、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりま
すので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄（会社
名）に「ジオスター」、または証券コードに「5282」と入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類
/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することが
できますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、3
ページ及び４ページに記載の「議決権行使についてのご案内」に従って、2026年６月23日（火
曜日）午後５時30分までに議決権を行使していただけるようお願い申し上げます。

敬 具
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記
１．日 時 2026年６月24日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都文京区大塚一丁目５番２３号

” 嘉ノ雅” 茗渓館 ２階 茗渓
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第57期（自2025年４月１日 至2026年３月31日）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第57期（自2025年４月１日 至2026年３月31日）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとし
て取り扱わせていただきます。

◎インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決
権行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。なお、インターネットによる方法で複
数回議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。

◎書面交付請求されていない株主様には、本招集ご通知のみを送付しております。
◎書面交付請求された株主様へご送付している書面は、法令及び当社定款第16条の規定に基づ
き、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、
監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。
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議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は株主の皆様が当社の経営にご参加いただくための大切な権利です。下
記をご参照の上、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

株
主
総
会
へ
出
席
さ
れ
る
場
合

１ 株主総会へのご出席

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2026年６月24日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

株
主
総
会
に
出
席
い
た
だ
け
な
い
場
合

２ 書面による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入の上、ご返送ください。

行使期限 2026年６月23日（火曜日）午後５時30分到着分まで有効

３ インターネットによる議決権の行使
同封の議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取るか、又は議決権行使ウェ
ブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスの上、画面の案内に
従って議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2026年６月23日（火曜日）午後５時30分受付分まで有効

複数回行使された場合の
議決権の取り扱い

● 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合
→インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

● インターネットにより複数回議決権を行使された場合
→最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
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載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、

パソコンの場合
（２回目以降のスマートフォン等の場合）

スマートフォン等の場合
「スマート行使」

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

1. 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

4. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

2. 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

3. 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

「次へすすむ」を
クリック

「次へ」を
クリック

「登録」を
クリック

「パスワード」を入力

「議決権行使コード」
を入力

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権
行使ウェブサイトにログインすることができます。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC
向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙右片の裏面に記

再度議決権行使をお願いいたします。
※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

※ QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

2. 以降は画面の
案内に従って賛否を
ご入力ください。

1. 議決権行使書用紙右下に記載の
QRコードを読み取ってください。

インターネットによる事前の議決権行使

お願い

見本

インターネットによる議決権行使に関するご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。
株主名簿管理人
みずほ信託銀行 証券代行部 0120-768-524 ［ 受付時間 ］

平日 午前９時 午後９時
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事 業 報 告
（自

至
2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が継続し、企業収益に

おいても米国の関税政策の影響が残るものの改善の動きがみられ、緩やかな回復基調が
続いています。一方で、中東情勢の緊迫化に伴う原油・エネルギー価格の高騰や石油化学
製品の供給不安、物価上昇の継続、人手不足の深刻化など、依然として先行き不透明な
状況が続いています。
当社グループの属する土木業界につきましては、公共投資は国土強靱化投資を背景に

堅調に推移しており、今後の先行きについても、政府予算は高い水準を維持していること
から、底堅く推移することが見込まれます。しかしながら、大型セグメント案件の掘進
トラブルによる出荷遅れや予算不足に伴う工事発注の遅れに加え、原材料価格・物流費・
人件費等の上昇により、事業環境としては厳しい状況が継続しております。
このような状況下、当社グループは、関西地区の合成セグメント等セグメント製品の

安定生産と売上確保、舗装版等の差別化製品を中心としたＲＣ土木製品の売上拡大、コス
ト上昇に対する販売価格転嫁の推進を図ることで、収益力の強化に取り組みました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は288億58百万円（前連結会計年度比
1.2％増）と微増の中、利益につきましては、販売価格の改定を主因とした利益率改善に
より、営業利益20億50百万円（前連結会計年度比32.2％増）、経常利益21億４百万円
（前連結会計年度比33.1％増）の増益となりました。また、親会社株主に帰属する当期純
利益につきましては、投資有価証券売却益の特別利益への計上もあり、18億52百万円
（前連結会計年度比121.7％増）となりました。

なお、当社の事業は土木事業単一であるため、事業区分別売上高及び営業の状況は記載
を省略しております。
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② 設備投資の状況
当連結会計年度中に実施した当社グループの設備投資の総額は、6億12百万円となりま

した。老朽設備の更新が主なものであります。

③ 資金調達の状況
記載すべき重要な事項はありません。

（2）財産及び損益の状況

区 分 2022年度
【第54期】

2023年度
【第55期】

2024年度
【第56期】

2025年度
【第57期】

（当連結会計年度）
受 注 高（百万円） 15,916 27,687 26,759 16,753
売 上 高（百万円） 25,236 26,910 28,527 28,858
経 常 利 益（百万円） 1,543 1,852 1,580 2,104
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 645 1,102 835 1,852
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 20.65 35.26 26.71 59.41
総 資 産（百万円） 34,545 36,766 36,719 36,885
純 資 産（百万円） 21,884 23,318 23,740 25,120
１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 699.51 745.35 758.85 819.99
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（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

当社の親会社は日本製鉄株式会社で、同社は当社の株式13,783千株（間接所有1,054
千株を含む。議決権比率45.0％）を保有しております。
当社は親会社より合成セグメント等の生産を委託され、これを納入しております。

② 親会社等との間の取引に関する事項
当社は、親会社等との取引に関しては、市場等の客観的な情報をもとに、合理的な判断

に基づき公正且つ適正に取引条件を決定し、一般的な取引条件と同様な決定がなされてお
り、非支配株主に不利益を与えることがないよう、適切に対応しております。
また、当社は、その事業活動や経営判断において自主経営を行っており、事業運営面に

おいての独立性を確保しており、当社取締役会としては、当該取引は当社の利益を害さな
いものと判断しております。

③ 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

ジオファクト株式会社 30 100.0 コンクリート製品の製造、金属加工、
鋼構造物工事

④ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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（4）対処すべき課題
当社グループを取り巻く環境は、引き続き厳しい状況が継続しておりますが、全社員・グ

ループ会社が一丸となり、2026年2月に公表いたしました中期経営計画（2027年3月期〜
2031年3月期）CAST THE FUTURE 2030の諸施策の推進に鋭意努力してまいります。

① 土木製品の重点育成
セグメント製品の安定収益基盤に加え、土木製品を重点育成してまいります。2026年

4月より広域営業推進部を立ち上げ、営業部門と技術部門が一体となって機動的に営業活
動を展開し、全国レベルでの土木製品の拡販を強力に推進するなど、営業体制の刷新に取
り組むとともに、お客様のニーズにスピーディーに応える提案営業と防衛、建築等の新規
分野、プレキャスト拡大を図ってまいります。

② 環境対応・省人化ニーズへの対応強化
将来のカーボンニュートラル対応製品の採用拡大に向けた、製品開発・設備投資を強化

してまいります。また、人手不足・短工期対応として、施工効率向上に寄与するプレキャ
スト製品の価値訴求を強化するとともに、鋼材とコンクリートの組み合わせによる差別化
製品の開発を行うなど、今後のプレキャスト製品普及拡大に努めてまいります。

③ 市場評価の改善
政策保有株式を縮減し、今後の事業拡大・設備投資に活用するなど、売却資金の有効活

用を行ってまいります。また、株主還元の強化に向けて中期経営計画期間中の年間配当金
の下限を10円に設定するなど安定配当を実現するとともに、2026年2月に個人株主様向
けの工場見学会を実施いたしましたが、今後も情報発信の強化に努め、市場評価の改善に
向けた施策を検討・実行してまいります。
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④ サステナビリティ経営の推進
当社は「地域社会と共生・繁栄する持続可能な企業活動の基盤となる環境保全活動の推

進」を運営方針に掲げ、ESGを踏まえた諸施策を展開し、サステナビリティ並びに環境保
全の推進に取り組むとともに、将来の世代も安心して暮らせる社会をつくる一員として、
政府指針より10年前倒しの2040年度カーボンニュートラル実現に向けてロードマップに
沿った取り組みを鋭意進めてまいります。また、人的資本の強化と能力を発揮するための
職場づくりに向けて処遇・就業環境の改善、育成体制の強化などを行ってまいります。

ジオスターグループは「人の満足を支えること」を使命とし、国民の生活向上に向けたイン
フラ整備の一翼の担い手として、社会から信頼される企業グループであり続けるよう努めてま
いります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援をお願い申し上げます。

（5）主要な事業内容（2026年３月31日現在）
土木用コンクリート・金属製品の製造販売並びに工事の請負を主な内容としており、主要

取扱製品は、次のとおりであります。
事 業 区 分 製 品 系 列 製 品 名 用 途

土 木 事 業

セ グ メ ン ト
Ｒ Ｃ セ グ メ ン ト
スチールセグメント
合 成 セ グ メ ン ト

地下鉄道、地下道路、地下河川、上下水道、共
同溝等

Ｒ Ｃ 土 木

コ ン ク リ ー ト 矢 板 排水路護岸、河川護岸、宅地造成の土留壁等

コンクリートスラブ 桟橋部材、水路蓋、橋梁等

高 強 度 Ｐ Ｒ Ｃ 版 空港舗装、道路舗装等

Ｐ Ｃ 床 版 橋梁
ボックスカルバート
ア ー チ カ ル バ ー ト
Ｌ 型 部 材
共同溝（ＰＣ、ＲＣ）
防 潮 堤

下水道、用排水路、共同溝、地下貯留施設等

モ ジ ュ ラ ー チ
ジオウエアボックス アンダーパス道路及び水路等

工 事 そ の 他 ――― 鋼材加工製品及び上記附帯工事
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（6）主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
① 当社

ジ オ ス タ ー 株 式 会 社

本 社 東京都文京区小石川一丁目４番１号

支 店 北海道支店（札幌市）、仙台支店（宮城県仙台市）、名古屋支店（愛知県
名古屋市）、大阪支店（大阪府大阪市）、九州支店（福岡県福岡市）

工 場
東松山工場（埼玉県東松山市）、茨城工場（茨城県稲敷市）、君津事業所
（千葉県君津市）、金谷工場（静岡県島田市）、橋本工場（和歌山県橋本
市）、福岡工場（福岡県飯塚市）

② 子会社

ジオファクト株式会社
本 社 埼玉県東松山市

事業所 東松山事業所（埼玉県東松山市）、金谷事業所（静岡県島田市）、橋本事
業所（和歌山県橋本市）、和歌山事業所（和歌山県和歌山市）

（7）使用人の状況（2026年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
467（6）名 2（3）名

（注） 使用人数は就業員数であり、臨時社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

320（0）名 32（0）名 48.7歳 15.8年
（注） 使用人数は就業員数であり、臨時社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

（8）主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 150百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 100百万円

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．株式に関する事項（2026年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 56,800,000株
（2）発行済株式の総数 31,530,000株（自己株式 895,101株を含む）
（3）株主数 6,674名
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日 本 製 鉄 株 式 会 社 12,729千株 41.6％

阪 和 興 業 株 式 会 社 1,511 4.9

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,165 3.8

日 鉄 物 産 株 式 会 社 838 2.7

エ ム エ ム 建 材 株 式 会 社 750 2.4

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 621 2.0

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 429 1.4

МＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 356 1.2

入 子 晃 一 330 1.1

モルガン・スタンレーМＵＦＧ証券株式会社 305 1.0

（注）当社は、自己株式895,101株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率
は自己株式を控除して計算しております。

３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）
地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 堀 田 穣

取 締 役 髙 松 芳 徳 常務執行役員設計・開発本部長

取 締 役 佐 久 間 靖 常務執行役員営業本部長

取 締 役 土 岐 敦 司 株式会社丸山製作所 社外取締役監査等委員

取 締 役 桒 山 章 司 神東塗料株式会社 社外監査役

取 締 役 小 笠 原 薫 子 カンダホールディングス株式会社 社外監査役

常 勤 監 査 役 坂 森 直 人

監 査 役 中 西 謙 介 日本製鉄株式会社 厚板・建材事業部 厚板・建材営業部長

監 査 役 池 内 浩 株式会社熊谷組 管理本部人事部部長

監 査 役 服 部 両 一

（注）１．取締役土岐敦司氏、取締役桒山章司氏及び小笠原薫子氏は、社外取締役であります。
２．監査役池内浩氏及び監査役服部両一氏は、社外監査役であります。
３．監査役服部両一氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有しております。
４．当社は土岐敦司氏、桒山章司氏、小笠原薫子氏、池内浩氏及び服部両一氏を株式会社東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．当事業年度において、取締役大石仁氏は2025年12月22日逝去により、同日付で取締役を退任いた

しました。
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（2）事業年度中に退任した取締役
氏 名 退 任 日 退 任 事 由 退任時の地位及び重要な兼職の状況

端山 真吾 2025年6月25日 任 期 満 了 取締役相談役

大石 仁 2025年12月22日 逝去による退任 取締役

（3）責任限定契約の内容の概要
取締役土岐敦司氏、桒山章司氏、小笠原薫子氏、監査役坂森直人氏、中西謙介氏、池内浩

氏、及び服部両一氏は当社と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

（4）補償契約の内容の概要等
当社は、前記「４.（1）取締役及び監査役の状況」に記載の取締役及び監査役との間で、

会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項
第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、
法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補償されないな
ど、一定の免責事由があります。

（5）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社及び子会社の取締役、監査役並びに執行役員及び重要な使用人を被保険者として、役

員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。保険料は当社が全額負担してお
り、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、また

は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補す
ることとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因し
て生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
当該保険契約には免責額を設けており、当該免責額までの損害については填補の対象とし

ないこととされています。
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（6）取締役及び監査役の報酬等
① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容
ア．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

当社グループの持続的な成長と企業価値の向上のためのインセンティブを付与すべく
業績に連動する報酬体系として、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を
2021年２月25日開催の取締役会において決議いたしました。

イ．決定方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は、現金による報酬のみで構成し、当社グループの持続的な成長

と企業価値の向上のためのインセンティブを付与すべく全額業績に連動する報酬体系と
し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基
本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、業績連動報酬及び退職慰労金
により構成しております。なお、2025年7月より退職慰労金を廃止しております。ま
た、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこ
ととします。

ウ．当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断し
た理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、独立社外役員を主要な構成員と

する役員人事・報酬会議での検討を経て、取締役会の決議による委任を受けた代表取締
役社長が各取締役の当該年度における業績・貢献度等を評価し、取締役会で決議された
処遇テーブルの上下２等級の範囲内で決定しているため、取締役の個人別の報酬等の内
容は決定方針に沿うものであると判断しております。
なお監査役の報酬は、2025年7月より固定報酬とすることを、監査役の協議により

決定しております。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬に関する株主総会の決議は、2016年６月28日開催の第47回定時株

主総会で、取締役の報酬限度額は年額260百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万
円以内、ただし、使用人分給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内
と決議いただいており、2016年６月28日の第47回定時株主総会終結時点の取締役は８
名（うち社外取締役２名）、監査役は４名でありました。
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③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2025年６月25日開催の取締役会にて代表取締役社長堀田穣に

取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権
限の内容は、各取締役の当該年度における業績・貢献度等を評価し、取締役会で決議され
た処遇テーブルの上下２等級の範囲内で加減算することができるというものであります。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評

価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。

④ 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に基準額を

定め、これを当社単体経常利益及び連結の親会社株主に帰属する当期純利益に応じた13
等級の処遇テーブルに基づき一定の範囲内で変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範
囲内で任期内の各取締役に係る報酬額を決定することとしております。
当該指標については、役員の業績インセンティブの観点から経営・業務執行の成果が直

接的に反映できる単体の経常利益、並びに株主への利益還元の観点から特別利益・特別損
失も経営の結果責任であることを踏まえ、連結の親会社株主に帰属する当期純利益の２つ
の指標を併用しております。
退職慰労金は2025年6月までとし、上記で決定した業績連動報酬の月額×支給乗率×

役職在位年数により計算した額を退職時に支払うこととしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、当該年度予算に基づき決

定し、決算確定後、実績利益で適用すべき等級に差異が生じた場合に、翌年度報酬で精算
いたします。

・業績連動報酬にかかる主な指標の実績
2025年4月〜2025年6月報酬 2025年7月〜2026年3月報酬

2024年度予算 2024年度実績 2025年度予算

（単体）経常利益 1,000百万円 1,577百万円 1,000百万円

（連結）親会社株主に帰属する当期純利益 643百万円 835百万円 644百万円

⑤ 非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬等はありません。
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⑥ 当事業年度に係る報酬等の総額

役 員 区 分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)基本報酬 業績連動
報酬等

退職
慰労金

取締役
(うち社外取締役)

106,521
(14,400)

14,400
(14,400)

78,363
(−)

13,758
(−)

8
(3)

監査役
(うち社外監査役)

27,611
(9,600)

23,082
(9,600)

3,879
(−)

650
(−)

3
(2)

（注）１．上記には、2025年６月25日開催の第56回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名及び、
2025年12月22日逝去により退任した取締役１名を含んでおります。

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額（業績連動報酬）には、次の額が含まれております。

複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額
取締役4,176千円（うち、社外取締役は該当なし。）

４．上記報酬等の額のほか、2025年６月25日開催の第56回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労
金を退任取締役１名に対して45,318千円支給しております。

５．上記報酬等の額のほか、社外役員が当社親会社の子会社から役員として受けた報酬額は7,000千円です。

（7）社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・監査役池内浩氏は、株式会社熊谷組の管理本部人事部部長を兼職しております。
・当社は、監査役池内浩氏の兼職先である株式会社熊谷組との間に製品販売等の取引関
係があります。

② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役土岐敦司氏は、株式会社丸山製作所の社外取締役監査等委員を兼職しておりま
す。

・当社は、取締役土岐敦司氏の兼職先である株式会社丸山製作所との間に特別な関係は
ありません。

・取締役桒山章司氏は、神東塗料株式会社の社外監査役を兼職しております。
・当社は、取締役桒山章司氏の兼職先である神東塗料株式会社との間に特別な関係はあ
りません。

・取締役小笠原薫子氏は、カンダホールディングス株式会社の社外監査役を兼職してお
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ります。
・当社は、取締役小笠原薫子氏の兼職先であるカンダホールディングス株式会社との間
に特別な関係はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況
ア．取締役会及び監査役会への出席状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 土 岐 敦 司 当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回出席し、議案審議
につき必要な発言を行っております。

取 締 役 桒 山 章 司 当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、議案審議につ
き必要な発言を行っております。

取 締 役 小 笠 原 薫 子 当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、議案審議につ
き必要な発言を行っております。

監 査 役 池 内 浩

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、議案審議につ
き必要な発言を行っております。
同様に、当事業年度に開催された監査役会13回全てに出席し、監査
結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行って
おります。

監 査 役 服 部 両 一

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、議案審議につ
き必要な発言を行っております。
同様に、当事業年度に開催された監査役会13回全てに出席し、監査
結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行って
おります。

イ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
・取締役土岐敦司氏は、弁護士としての経験、専門的見地より、取締役会において法令
を含む企業・社会全体を踏まえた客観的観点で、独立した立場による助言、提言等、
意思決定の適正性を確保するため必要な発言等を行っております。

・取締役桒山章司氏は、丸紅建材リース株式会社の代表取締役社長を務められるなど、
経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の審議に積極的に参画す
るとともに、当社グループの企業価値の向上に資する発言を行っております。

・取締役小笠原薫子氏は、公認会計士としての経験、専門的見地より、取締役会におい
て経営に有益な助言・提言を適宜行っております。
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５．会計監査人に関する事項
（1）名称

有限責任 あずさ監査法人

（2）報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 28,400千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28,400千円

（注）１．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した
結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第１項の同意を行っており
ます。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人の

職務執行に関する公正さの確保が困難と認められる事情が判明し、当該会計監査人による監
査の継続が不適当であると判断される場合には、会社法第344条第１項及び第３項に準じ
て、当該会計監査人の解任または不再任並びに新たな会計監査人を選任する議案に関する監
査役会の決定を受け、株主総会に提出する方針としております。
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６．業務の適正を確保するための体制
［内部統制システムについての基本的な考え方］

当社は、「ジオスター企業理念・行動指針」に基づき、企業価値の継続的な向上を図りつ
つ、社会から信頼される企業の実現を目指す。また、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性
と業務の有効性・効率性を確保するため、以下のとおり内部統制システムを整備し、適切に
運用するとともに、企業統治を一層強化する観点から、その継続的改善に努める。

（1）当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、取締役会規程その他の規程に基づき、経営上の重要事項について決定を行

い、または報告を受ける。
業務を執行する取締役（「業務執行取締役」）は、取締役会における決定に基づき、各々の

業務分担に応じて職務執行を行い、使用人の職務執行を監督するとともに、その状況を取締
役会に報告する。

（2）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録をはじめとする職務執行上の各種情報について、情報管理に関す

る規程に基づき、管理責任者の明確化、守秘区分の設定等を行った上で、適切に保管する。
また、経営計画、財務情報等の重要な企業情報について、法令等に定める方法のほか、適

時・的確な開示に努める。

（3）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
各本部長は、自部門における事業上のリスクの把握・評価を行い、組織規程・業務分掌規

程において定められた権限・責任に基づき業務を遂行する。
安全衛生、環境・防災、情報管理、知的財産、品質管理、財務報告の信頼性等に関する各

リスクについては、当該担当部門（各機能部門）が全社横断的観点から規程等を整備し、各
本部に周知するとともに、各本部におけるリスク管理状況をモニタリング等を通じて把握・
評価し、指導・助言を行う。
経営に重大な影響を与える事故・災害・コンプライアンス問題等が発生した場合、業務執

行取締役は、損害・影響等を最小限にとどめるため、「危機管理本部」等を直ちに招集し、
必要な対応を行う。
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（4）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営計画・事業戦略や設備投資・投融資等の重要な個別執行事項については、経営会議等

の審議を経て、取締役会において執行決定を行う。
取締役会等での決定に基づく業務執行は、各業務執行取締役、各執行役員及び各本部長等

が遂行する。

（5）当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、自律的内部統制を基本とした内部統制システムを構築・整備する。
本部長は、各組織の自律的内部統制システムを整備するとともに、法令及び規程の遵守・

徹底を図り、業務上の法令違反行為の未然防止に努める。また、法令及び規程遵守のための
定期的な講習会の実施やマニュアルの作成・配付等、社員に対する教育体制を整備・充実
し、法令違反のおそれのある行為・事実を認知した場合、すみやかに管理本部長及び内部監
査室長に報告する。
内部監査室長は、社全体の内部統制システムの整備・運用状況を確認し、各本部における

法令及び規程遵守状況を把握・評価し、管理本部長と共有する。さらに、これらの内容につ
いてはリスクマネジメント委員会に報告するとともに、重要事項については、経営会議、取
締役会及び監査役会に報告する。
管理本部長は、法令・規程違反の防止策に関し関係部門と協議し、必要な措置を講じる。

さらに、業務遂行上のリスクに関する相談・通報を受け付ける内部通報制度を設置・運用す
る。
社員は、法令及び規程を遵守し、適正に職務を行う義務を負う。法令違反行為等を行った

社員については、就業規則に基づき懲戒処分を行う。

（6）当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制
当社及びグループ会社は、「ジオスター企業理念・行動指針」に基づき、各社の事業特性

を踏まえつつ、事業戦略を共有し、グループ一体となった経営を行うとともに、業務運営方
針等を社員に対し周知・徹底する。
当社は、グループ会社の管理に関して関係会社管理規程において基本的なルールを定め、

その適切な運用を図る。グループ会社は、自律的内部統制を基本とした内部統制システムを
構築・整備するとともに、当社との情報の共有化等を行い、内部統制に関する施策の充実を
図る。管理本部は子会社主管部門として、グループ会社の内部統制の状況を確認するととも
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に、必要に応じ改善のための支援を行う。
管理本部長、内部監査室長は、各機能部門と連携し、当社グループ全体の内部統制の状況

を把握・評価する。管理本部長は、これに基づきグループ会社に対し、指導・助言を行う。
具体的な体制は以下のとおりとする。

イ．グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
管理本部は、グループ会社における事業計画、重要な事業方針、決算等、当社の連結経

営上またはグループ会社の経営上の重要事項について、グループ会社に対し報告を求める
とともに、助言等を行う。

ロ．グループ会社の損失の危険に関する規程その他の体制
管理本部は、グループ会社におけるリスク管理状況につき、グループ会社に対し報告を

求めるとともに、助言等を行う。
ハ．グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

管理本部は、グループ会社の業績評価を行うとともに、マネジメントに関する支援を行
う。

ニ．グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制
管理本部は、グループ会社における法令遵守及び内部統制の整備・運用状況につき、グ

ループ会社に対し報告を求めるとともに、必要な支援・助言等を行う。また、グループ会
社における法令違反のおそれのある行為・事実について、グループ会社に対し報告を求め
るとともに、すみやかに内部監査室長に報告する。
当社の親会社との契約・取引条件は、その他顧客との取引における契約条件や市場価格

を参考に合理的に決定する。
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（7）監査役の監査に関する事項
当社の取締役、執行役員、本部長及びその他の使用人等は、職務執行の状況、経営に重要

な影響をおよぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役または監査役会に直接ま
たは内部監査室等当社関係部門を通じて報告するとともに、内部統制システムの運用状況等
の経営上の重要事項についても、取締役会、経営会議、リスクマネジメント委員会等におい
て報告し、監査役と情報を共有する。
グループ会社の取締役、監査役、使用人等はグループ会社における職務執行の状況、経営

に重要な影響をおよぼす事実等の重要事項について、適時・適切に当社の監査役または監査
役会に直接または内部監査室等当社関係部門を通じて報告する。
当社は、これらの報告をした者に対し、内部通報に関する規程等に基づき、報告したこと

を理由とする不利な取扱いを行わない。
内部監査室長は、監査役と定期的にまたは必要の都度、内部統制システムの運用状況等に

関する意見交換を行う等、連携を図る。
管理本部長は、内部通報制度の運用状況について監査役に報告する。
監査役からの求めに応じて、監査役の職務を補助するため使用人を配置する。当該使用人

の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人は監査役の指示の下で業務を行う。当該
使用人の人事異動・評価等について、管理本部長は監査役と協議する。
当社は、監査役の職務執行上必要と認める費用を予算に計上する。また、監査役が緊急ま

たは臨時に支出した費用については、事後、監査役の償還請求に応じる。

［反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方］
当社グループは、反社会的勢力からの不当要求に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力

からの不当要求を断固として拒絶することを基本方針とする。
反社会的勢力による不当要求への対応を統括する部署は管理本部総務部とし、当該部署は

平素から反社会的勢力に関する情報収集・管理を行う。また、不当要求防止責任者を選任し
ており、警察等外部専門機関、顧問弁護士との緊密な連携関係を構築するとともに、緊急時
の指導、相談、援助体制を整えている。
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７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
（1）運用体制

当社グループにおける内部統制システムの運用体制として、内部監査を担当する内部監査
室（専任１名、兼務１名）、及び当社各部門・グループ会社における自律的内部統制活動の
企画・推進を担当するモニタリング推進者を配置しております。
この体制の下、内部監査室、各部門・グループ会社が連携し、以下のとおり内部統制シス

テムの運用を行っております。

（2）具体的な運用状況
① 内部統制計画
法令改正や経営環境変化等を踏まえ、３月に当社グループ全体の内部統制計画及び社内監

査関係業務スケジュールを策定しております。この計画には年度運営方針、安全・衛生・環
境・防災・品質等の機能別計画、内部監査計画及び教育計画が含まれております。

② 自律的内部統制活動
内部統制計画に従い、当社各部門・グループ会社が業務の特性と内在するリスクを踏ま

え、自律的に内部統制活動を実施しております。具体的には、社内規程・マニュアル等の整
備・教育、自主点検・第三者モニタリングの実行、及びその結果を踏まえた業務の改善等を
行います。
事故・災害及び法令違反のおそれのある事実等が発生した場合、当該部門・グループ会社

は直ちに管理本部長及び内部監査室長に報告するとともに、関係部門と連携し、再発防止策
等の是正措置を講じております。また、これらの事例は、当社グループ内で共有化するとと
もに、各部門・グループ会社において類似リスクの点検を実施しております。

③ 内部監査等
内部監査については、内部統制チェックリスト等の書面による内部統制状況の確認のほ

か、当社各部門・グループ会社へのモニタリング等を内部監査室が実施しております。
また、内部統制を補完する施策として、当社・グループ会社の社員及びその家族、取引先

社員等を対象とした内部通報・相談窓口を設置・運用するとともに、当社・グループ会社に
おいて、社員意識調査アンケートを実施しております。
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④ 評価・改善
内部統制システムの運用状況については、四半期毎に開催するリスクマネジメント委員会

及び経営会議に報告を行い、各部門・グループ会社とも共有しております。
また、各年度の内部統制システムの有効性評価については、内部統制活動の実施状況や内

部監査の結果等に基づき、年度末時点における評価結果を取りまとめたうえで、リスクマネ
ジメント委員会、経営会議及び取締役会に報告しております。
これらの評価結果に基づき、内部統制システムの有効性向上に資する改善策を策定し、内

部統制計画に反映しております。

⑤ 教育・啓発
人材育成計画における階層・職種別教育に内部統制に関する講座を設定し、当社及びグル

ープ会社役職員の教育を実施しております。また、管理本部・内部監査室と各部門・グルー
プ会社との対話を通じた内部統制の考え方や職場風土の改善等に関する啓発にも積極的に取
り組んでおります。

⑥ 監査役・会計監査人との連携
内部監査室は、監査役と毎月連絡会を実施し、情報共有と連携に努めるとともに、リスク

マネジメント委員会において報告及び意見交換を行っております。会計監査人との間ではリ
スクマネジメント委員会の運営状況や財務報告に係る内部統制の評価結果等について定期的
及び必要の都度、報告及び意見交換を行っております。
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８．取締役会の実効性に関する評価
当社はコーポレートガバナンスの継続的な向上のため、各事業年度終了時に取締役会の実
効性評価を毎年実施しております。2025年度は2026年3月にアンケートによる自己評価を
実施するとともに、取締役会事務局が評価結果の補完を目的とした個別ヒアリングを実施し
たうえで、結果を取りまとめております。自己評価結果については、取締役会において評
価・分析を実施し、取締役会のさらなる実効性向上につなげております。

（主なアンケート項目）
・取締役会の構成に関する事項
・取締役会の運営に関する事項
・取締役会の議題に関する事項
・取締役会を支える体制に関する事項
・取締役、監査役の自己評価に関する事項
・上場子会社の独立性に関する事項

2025年度に係る実効性評価では、各評価項目について概ね適切であり、取締役会の実効
性は確保されていることを確認しました。特に、昨年改善提案のあった投資決裁案件可否経
緯等考察内容の記載や資料の簡潔整理継続と要点表示の実施、長期的事業の方向性に即した
具体的活動内容の共有などについては確実に実行されたとの評価でした。一方で、取締役会
の実効性をさらに高めていく課題として以下の提言がありました。
①専門的内容において、分かりやすい解説やリスク対応策を提示する
②取締役会方針の現場への浸透の長期的な取り組み強化
③資本コストを踏まえた経営議論のための議案設定
④少数株主との対話結果の共有・活用
これらを踏まえ、今後、取締役会の継続的な実効性向上に向けて、さらなる改善を進めて

まいります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
預 け 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

26,336,173
710,303

7,295,477
39,146

7,341,907
1,596,805
3,068,949
1,080,510
2,441,603
2,362,990
398,477

10,549,546
8,233,539
2,688,471
1,164,246
4,069,962

20,075
63,910

226,873
24,252
24,252

2,291,754
1,583,858
322,425
210,741
184,429
△9,700

流 動 負 債
支 払 手 形 及 び 買 掛 金
電 子 記 録 債 務
短 期 借 入 金
前 受 金
リ ー ス 債 務
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
未 払 金
賞 与 引 当 金
受 注 損 失 引 当 金
事 業 所 閉 鎖 損 失 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
退 職 給 付 に 係 る 負 債
資 産 除 去 債 務
そ の 他

11,398,595
2,648,119
164,945
270,000

3,832,926
6,704

539,936
583,315

2,134,845
660,261
195,918
313,745
47,876
366,684
20,000
15,378
2,430

181,197
83,818
63,860

負 債 合 計 11,765,280
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
退職給付に係る調整累計額

24,092,421
3,352,250
4,384,580
16,663,783
△308,191
1,028,018
893,254
134,763

純 資 産 合 計 25,120,440
資 産 合 計 36,885,720 負 債 純 資 産 合 計 36,885,720
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連 結 損 益 計 算 書
（自

至
2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 28,858,829
売 上 原 価 23,566,949

売 上 総 利 益 5,291,880
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,240,980
営 業 利 益 2,050,900

営 業 外 収 益 62,689
受 取 利 息 及 び 配 当 金 60,381
そ の 他 2,308

営 業 外 費 用 8,963
支 払 利 息 3,460
そ の 他 5,503
経 常 利 益 2,104,625

特 別 利 益 768,698
投 資 有 価 証 券 売 却 益 768,193
固 定 資 産 売 却 益 504

特 別 損 失 16,513
固 定 資 産 除 売 却 損 16,513

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,856,810
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 686,707
法 人 税 等 調 整 額 318,053
当 期 純 利 益 1,852,049
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,852,049
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連結株主資本等変動計算書
（自

至
2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2025年４月１日 残高 3,352,250 4,384,580 15,187,152 △28,691 22,895,290

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △375,418 △375,418

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,852,049 1,852,049

自 己 株 式 の 取 得 △279,500 △279,500

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 1,476,630 △279,500 1,197,130

2026年３月31日 残高 3,352,250 4,384,580 16,663,783 △308,191 24,092,421

その他の包括利益累計額
純資産合計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

2025年４月１日 残高 759,722 85,514 845,237 23,740,528

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △375,418

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,852,049

自 己 株 式 の 取 得 △279,500

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 133,531 49,248 182,780 182,780

連結会計年度中の変動額合計 133,531 49,248 182,780 1,379,911

2026年３月31日 残高 893,254 134,763 1,028,018 25,120,440
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
すべての子会社（１社）を連結しております。

ジオファクト株式会社
（2）持分法の適用に関する事項

該当ありません。
（3）会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券
・その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ．棚卸資産
・商品、製品、原材料、仕掛品
（未成工事支出金除く）、貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ
る簿価切下げの方法により算定）

・仕掛品（未成工事支出金） 個別法による原価法
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
イ．有形固定資産 定額法によっております。

（リース資産を除く） なお、ＮＭセグメント等の製造に係る資産の内、特定のプロジ
ェクトのみに係る機械装置等は、プロジェクトの期間を耐用年
数とする定額法によっております。

ロ．無形固定資産
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。
ハ．リース資産
・所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によ
っております。
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③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結
会計年度に負担すべき額を計上しております。

ハ．受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末に
おける受注案件のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金
額を合理的に見積ることができるものについて、その損失見込
額を受注損失引当金に計上しております。

ニ．事業所閉鎖損失引当金 事業所閉鎖に伴い発生すると見込まれる損失に備えるため、損
失発生見込額を計上しております。

ホ．役員退職慰労引当金 連結子会社において、役員に対する退職慰労金の支出に備える
ため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上してお
ります。
なお、当社は、2025年6月25日開催の定時株主総会において、
役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給を決議いたしまし
た。これに伴い、役員退職慰労引当金の全額を取り崩し、打切
り支給額の未払分62,860千円を固定負債の「その他」に含めて
表示しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方

法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年
度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤
務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）による
定額法により、発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま
す。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（７年）による定額法により、費用処理
しております。

ハ．小規模企業等における簡便法
の採用

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、
退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
法を用いた簡便法を適用しております。
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⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、顧客との契約について、以下の５つのステップを適用することにより収益を認識して

おります。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を認識する。

当社グループの売上収益は主としてセグメント・RC土木製品等の製品販売によるものであり、財又はサ
ービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を
認識しております。
製品の販売については、当該製品の着荷時点で収益を認識しております。これは、当該製品が着荷した

時点で当社グループが物理的に占有した状態ではなくなること、顧客による製品の検収が行われ、これに
伴う顧客に対する対価の請求権が発生すること等から、その時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得
し、履行義務が充足されるとの判断に基づくものであります。
なお、契約条件又は顧客からの要請に基づき、出荷前に顧客による製品の検収が行われる(以下、「生産

検収」という。) 場合には、顧客に出荷するまで当社グループが当該製品の物理的占有を保持しているも
のの、その時点で収益を認識しております。セグメントを主とする当社グループの製品は土木工事向けの
「プレキャスト製品」であり、工事現場においてはコンクリートの現場打ちが不要となり短工期で施工さ
れる一方、当社グループにおける製造には一定の期間を要することから、工事工程に先行した製造を行い
在庫を確保することが必要となるため、製造が完了した時点で生産検収が実施されることが定着しており
ます。生産検収の対象となる製品については、このような合理的な理由があることに加え、顧客による製
品の検収やこれに伴う対価の請求権の獲得等から、生産検収時点で製品への支配が顧客に移転し履行義務
が充足されるとの判断に基づき、その時点で収益を認識しております。なお、生産検収の対象となる製品
は、区分管理を行っており、顧客からの指示に応じて出荷可能な状態となっております。
収益は、値引き及び割戻しがある場合には、それらを受領する対価から控除した金額で測定しておりま

す。
取引の対価は履行義務を充足してから概ね１年以内に回収しております。なお、重大な金融要素は含ん

でおりません。
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２．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じた収益を分解した情報

(単位：千円)
当連結会計年度

（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

セグメント 20,498,911
RC土木 6,767,121
その他 1,592,797
顧客との契約から生じる収益 28,858,829

（2）顧客との契約から生じた収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項（3）会

計方針に関する事項 ⑤ 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、該当がありません。
契約負債は、主として一部の製品の販売に関連して顧客から受け取る前受金であり、連結貸借対照表

上、流動負債の前受金として表示しております。また、製品の着荷による収益の認識に伴い取り崩されま
す。
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高は以下のとおりであります。

(単位：千円)
当連結会計年度期首
(2025年４月１日)

当連結会計年度末
(2026年３月31日)

顧客との契約から生じた債権 9,756,289 8,977,859
契約負債 3,770,442 3,789,939
当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高に含まれていた金額は

142,352千円であります。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識し
た収益（主に、取引価格の変動）の額は789,495千円であります。

②残存履行義務に配分した取引価格
未充足の履行義務の残存期間別の残高は次のとおりであります。また、顧客との契約から生じる対価の

中に、取引価格に含まれていない変動対価の額等はありません。
(単位；千円)

当連結会計年度末
(2026年３月31日)

１年以内 19,872,988
１年超 25,159,052
合計 45,032,041
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３．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当

連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結計算
書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。
（1）会計上の見積りを示す項目及び見積りの内容

繰延税金資産の認識
（2）当連結会計年度に計上した金額

210,741千円
（3）その他見積りの内容に関する理解に資する情報

繰延税金資産の認識は、公共工事投資の動向を踏まえたセグメント・ＲＣ土木製品の需要予測に基づく将
来の事業計画を根拠とした課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。当該見積りは、将来の
需要予測の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積り
と異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。

４．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 16,643,219千円
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度期末の株式数
普 通 株 式 31,530,000株 ー ー 31,530,000株
（2）自己株式の数に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度期末の株式数
普 通 株 式 245,101株 650,000株 ー 895,101株
（3）剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等
2025年６月25日開催の第56回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 250,279千円
・１株当たり配当額 8.0円
・基準日 2025年３月31日
・効力発生日 2025年６月26日

2025年11月７日開催の第631回取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 125,139千円
・１株当たり配当額 4.0円
・基準日 2025年９月30日
・効力発生日 2025年12月３日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2026年６月24日開催の第57回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 275,714千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 ９.0円
・基準日 2026年３月31日
・効力発生日 2026年６月25日
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６．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資産運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金
を調達しております。
受取手形、売掛金、電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、販売管理規程及び与信管理要領に沿って

リスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価
の把握を行っております。
借入金の使途は、運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、現金及び預金、預け金、受取手形、売掛金、電子記録債権、未収入金、支払手形及び買掛
金、電子記録債務、短期借入金、未払金については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に
近似するものであることから、記載を省略しております。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額

（1）投資有価証券
その他有価証券 1,574,532 1,574,532 ー

（2）長期借入金
（１年内返済長期借入金を含む） (20,000) (19,539) (△460)

(＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（注）市場価格のない株式等
(単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 9,326
これらについては、「（1）投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
(1) 投資有価証券

その他有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されているため、レベル１の

時価に分類しております。
(2) 長期借入金（１年内返済長期借入金を含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率
をもとに割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

７．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 819円99銭
（2）１株当たり当期純利益 59円41銭
（注） 連結計算書類中の記載数字は、表示単位未満の端数を切り捨てております（１株当たり情報については、

表示単位未満を四捨五入）。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
預 け 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品
製 品
仕 掛 品
原 材 料
貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 及 び 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

25,733,395
177,578

7,295,477
39,146

7,336,881
1,596,805
209,823

2,846,479
1,046,503
797,430

1,627,265
130,313

2,363,139
266,550

10,207,102
7,474,352
1,589,457
1,085,237
1,113,960

28,070
225,665

3,347,976
63,910
20,075
24,169
7,359

16,809
2,708,580
1,583,858
159,700
50,100
9,225

167,755
622,731
124,909
△9,700

流 動 負 債
買 掛 金
電 子 記 録 債 務
短 期 借 入 金
未 払 金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
前 受 金
預 り 金
賞 与 引 当 金
受 注 損 失 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他

11,038,615
2,642,113
164,945
270,000

2,136,777
538,425
571,773

3,829,041
172,179
485,673
195,918
31,767
394,770
20,000

213,511
82,020
79,238

負 債 合 計 11,433,386
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金

23,516,524
3,352,250
4,384,580
2,868,896
1,515,683
16,177,644

169,115
16,008,528

20,087
3,900,000

12,088,441
△397,949
990,587
990,587

純 資 産 合 計 24,507,111
資 産 合 計 35,940,498 負 債 純 資 産 合 計 35,940,498
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損 益 計 算 書
（自

至
2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 28,584,488
売 上 原 価 23,419,915

売 上 総 利 益 5,164,573
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,053,425
営 業 利 益 2,111,147

営 業 外 収 益 61,970
受 取 利 息 及 び 配 当 金 60,073
そ の 他 1,896

営 業 外 費 用 10,013
支 払 利 息 4,510
そ の 他 5,503
経 常 利 益 2,163,104

特 別 利 益 838,238
投 資 有 価 証 券 売 却 益 837,807
固 定 資 産 売 却 益 431

特 別 損 失 16,513
固 定 資 産 除 売 却 損 16,513

税 引 前 当 期 純 利 益 2,984,830
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 685,134
法 人 税 等 調 整 額 340,374
当 期 純 利 益 1,959,321
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株主資本等変動計算書
（自

至
2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計固定資産

圧縮積立金 別途積立金 繰 越 利 益
剰 余 金

2025年４月１日 残高 3,352,250 2,868,896 1,515,683 4,384,580 169,115 20,563 3,900,000 10,504,062 14,593,741

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △476 476 ー

剰 余 金 の 配 当 △375,418 △375,418

当 期 純 利 益 1,959,321 1,959,321

自 己 株 式 の 取 得 ー
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額) ー

事業年度中の変動額合計 ー ー ー ー ー △476 ー 1,584,378 1,583,902

2026年３月31日 残高 3,352,250 2,868,896 1,515,683 4,384,580 169,115 20,087 3,900,000 12,088,441 16,177,644

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2025年４月１日 残高 △118,449 22,212,122 905,548 905,548 23,117,670

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 ー ー

剰 余 金 の 配 当 △375,418 △375,418

当 期 純 利 益 1,959,321 1,959,321

自 己 株 式 の 取 得 △279,500 △279,500 △279,500
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額) ー 85,038 85,038 85,038

事業年度中の変動額合計 △279,500 1,304,402 85,038 85,038 1,389,441

2026年３月31日 残高 △397,949 23,516,524 990,587 990,587 24,507,111
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式 移動平均法による原価法
② 有価証券
・その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

③ 棚卸資産
・商品、製品、原材料、
仕掛品（未成工事支出金除く）、
貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿
価切り下げの方法により算定）

・仕掛品（未成工事支出金） 個別法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

① 有形固定資産 定額法によっております。
（リース資産を除く） なお、ＮＭセグメント等の製造に係る資産の内、特定のプロジェク

トのみに係る機械装置等は、プロジェクトの期間を耐用年数とする
定額法によっております。

② 無形固定資産
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

す。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。

③ リース資産
・所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によって
おります。
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度
に負担すべき額を計上しております。

③ 受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受
注案件のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に
見積ることができるものについて、その損失見込額を受注損失引当
金に計上しております。

④ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生して
いると認められる額を計上しております。退職給付引当金及び退職
給付費用の処理方法は、以下のとおりです。
イ．退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によ
っております。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従
業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）による定額
法により按分した額を、発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（７年）による定額法により、費用処理
しております。
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（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社は、顧客との契約について、以下の５つのステップを適用することにより収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を認識する。

当社の売上収益は主としてセグメント・RC土木製品等の製品販売によるものであり、財又はサービスの支配
が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しておりま
す。
製品の販売については、当該製品の着荷時点で収益を認識しております。これは、当該製品が着荷した時点

で当社が物理的に占有した状態ではなくなること、顧客による製品の検収が行われ、これに伴う顧客に対する
対価の請求権が発生すること等から、その時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足され
るとの判断に基づくものであります。
なお、契約条件又は顧客からの要請に基づき、出荷前に顧客による製品の検収が行われる(以下、「生産検収」

という。) 場合には、顧客に出荷するまで当社が当該製品の物理的占有を保持しているものの、その時点で収
益を認識しております。セグメントを主とする当社の製品は土木工事向けの「プレキャスト製品」であり、工
事現場においてはコンクリートの現場打ちが不要となり短工期で施工される一方、当社における製造には一定
の期間を要することから、工事工程に先行した製造を行い在庫を確保することが必要となるため、製造が完了
した時点で生産検収が実施されることが定着しております。生産検収の対象となる製品については、このよう
な合理的な理由があることに加え、顧客による製品の検収やこれに伴う対価の請求権の獲得等から、生産検収
時点で製品への支配が顧客に移転し履行義務が充足されるとの判断に基づき、その時点で収益を認識しており
ます。なお、生産検収の対象となる製品は、区分管理を行っており、顧客からの指示に応じて出荷可能な状態
となっております。
収益は、値引き及び割戻しがある場合には、それらを受領する対価から控除した金額で測定しております。
取引の対価は履行義務を充足してから概ね１年以内に回収しております。なお、重大な金融要素は含んでお

りません。

（5）その他計算書類作成のための基本となる事項
退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の

会計処理の方法は、連結貸借対照表におけるこれらの会計処理の方
法と異なっております。

（6）追加情報
当社は、2025年6月25日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給を決

議いたしました。これに伴い、役員退職慰労引当金の全額を取り崩し、打切り支給額の未払分62,860千円を
固定負債の「その他」に含めて表示しております。
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２．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じた収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「１．重要な会計方針に係る事項（4）重要な収益及び費用の計
上基準」に記載のとおりであります。

３．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業

年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及
ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。

（1）会計上の見積りを示す項目及び見積りの内容
繰延税金資産の認識

（2）当事業年度に計上した金額
後述の「７．税効果会計に関する注記」に記載しております。

（3）その他見積りの内容に関する理解に資する情報
繰延税金資産の認識は、公共工事投資の動向を踏まえたセグメント・ＲＣ土木製品の需要予測に基づく将

来の事業計画を根拠とした課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。当該見積りは、将来の
需要予測の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積り
と異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があり
ます。

４．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 16,292,837千円
（2）関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

① 短期金銭債権 7,481,857千円
② 短期金銭債務 347,372千円

（3）取締役及び監査役に対する金銭債務 62,860千円
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５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
① 売上高 9,526,874千円
② 仕入高 2,067,021千円
③ 出向者負担金の受入額 11,642千円
④ 営業取引以外の取引高 36,018千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項
株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度期末の株式数
普 通 株 式 31,530,000株 ー ー 31,530,000株

（2）自己株式の数に関する事項
株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度期末の株式数
普 通 株 式 245,101株 650,000株 ー 895,101株
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７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産 （千円）
退職給付引当金 67,298
未払事業税 14,444
賞与引当金 153,084
減価償却費 178,366
減損損失 31,176
棚卸資産評価損 23,529
資産除去債務 25,852
前受金調整 992,224
受注損失引当金 61,753
その他 101,264

繰延税金資産小計 1,648,994
評価性引当額 △507,132
繰延税金資産合計 1,141,862
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 10,108
その他有価証券評価差額金 455,947
前払年金費用 52,876
資産除去債務 198

繰延税金負債合計 519,130
繰延税金資産の純額
繰延税金資産 622,731
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８．関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社及び法人主要株主等

種 類 会社等の
名称・住所

資本金又
は出資金
（千円）

事業の
内容

議決権等の
所有割合
（％）

関 係 内 容 取引の
内容

取引金額
（千円） 科 目 期末残高

（千円）役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社
日本製鉄㈱
東京都
千代田区

569,519,979

鉄鋼の
製造
及び
販売

（被所有）
直接
41.6
間接
3.4
計

45.0

兼任
あり
転籍
あり

土木製
品の受
託製造

土木製品の
受託製造
（注１）

9,526,874
売 掛 金 180,612

前 受 金 93,879

資金の
預託先

CMS預け金
（注２） 3,611,968

預 け 金 7,295,477
受取利息
（注２） 34,968

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
上記取引については、個別交渉の上決定しております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等
資金の預託については、キャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）利用契約を締結し、市場金
利を勘案して決定しております。なお、取引の実態を明瞭に開示するため、ＣＭＳ預け金の取引金額
は純額表示としております。
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（2）子会社及び関連会社等

種 類 会社等の
名称・住所

資本金又
は出資金
（千円）

事業の
内容

議決権等の
所有割合
（％）

関 係 内 容 取引の
内容

取引金額
（千円） 科 目 期末残高

（千円）役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社 ジオファクト㈱
埼玉県東松山市 30,000

コンク
リート
製品の
製造

（所有）
直接
100.0

兼任
あり

当社製品
の製造

当社製品
の製造
（注）

2,067,021

買 掛 金 17,687

未 払 金 170,975

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
上記取引については、個別交渉の上決定しております。

（3）同一の親会社をもつ会社及びその他の関係会社の子会社等

種 類 会社等の
名称・住所

資本金又
は出資金
（千円）

事業の
内容

議決権等の
所有割合
（％）

関 係 内 容 取引の
内容

取引金額
（千円） 科 目 期末残高

（千円）役員の
兼任等

事業上
の関係

同一の
親会社
をもつ
会社

日鉄
ファイナンス㈱
東京都千代田区

1,000,000

金銭の
貸付、

金銭債権の
買取

― ―

手形等
の

譲渡先

手形等の
譲渡

（注１）
7,293,388

未収入金 2,283,185
債権の
譲渡先

債権の
譲渡

（注２）
3,437,000

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
手形・でんさいの譲渡については、手形・でんさい売買基本契約書を締結し、額面金額にて譲渡を実
施しております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等
債権の譲渡については、売掛債権売買基本契約書を締結し、債権金額にて譲渡を実施しております。

９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 799円97銭
（2）１株当たり当期純利益 62円85銭
（注）計算書類中の記載数字は、表示単位未満の端数を切り捨てております（１株当たり情報については表示単

位未満を四捨五入）。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年５月1３日
ジオスター株式会社

取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 村 松 通 子
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 黒 田 真 吾

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ジオスター株式会社の2025年４月１日から2026

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ジオスター株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年５月13日
ジオスター株式会社

取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 村 松 通 子
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 黒 田 真 吾

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ジオスター株式会社の2025年４月１日か

ら2026年３月31日までの第57期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第57期事業年度における取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本
監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている親会社等との間の取引に関する事項（会社法施行規則第118条第５号イに
定める留意した事項及び同号ロに定める判断及び理由）については、取締役会その他における審議の
状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さな
いように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び
その理由について、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月13日
ジオスター株式会社 監査役会

常勤監査役 坂 森 直 人 ㊞
監査役 中 西 謙 介 ㊞
社外監査役 池 内 浩 ㊞
社外監査役 服 部 両 一 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件

当社グループは適正な利潤の確保に努め、健全な発展と永続性を目指し、収益状況に対応した適正な配当維
持に努力することを基本方針としております。また内部留保を充実し、企業体質の強化と将来の事業展開に備
えたいと考えております。収益状況に対応した適正な配当の指標としては、連結配当性向年間30％程度を目安
といたします。
一方、今期の親会社株主に帰属する当期純利益におきましては、政策保有株式の売却益が含まれておりま

す。政策保有株式の売却益につきましては、期間内の事業活動に直接関わらないものであり、売却資金は自己
株式の取得や今後の事業拡大・設備投資等に活用することを前提に、当該株式売却益分を配当原資として組み
入れないことといたしました。
その結果、当期の剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金９円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は275,714,091円となります。
また、当社は2025年12月に1株につき４円の中間配当を実施しておりますので、当期の年間配当金は1
株につき13円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月25日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役７名選任の件
取締役全員（６名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の

一層の強化を図るため取締役１名を増員することとし、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 ・ 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

1 堀
ほっ

田
た

穣
ゆたか

（1966年５月19日生）

1990年４月 新日本製鐵株式會社（現日本製鉄株式会社）入社
2012年10月 同社薄板事業部薄板営業部建材薄板室長
2016年４月 同社広畑製鐵所工程業務部長
2018年４月 同社建材事業部建材営業部長
2018年６月 当社取締役（2021年6月退任）
2021年４月 日本製鉄株式会社厚板・建材事業部建材開発技術部部長
2022年４月 同社参与大阪支社副支社長
2023年４月 当社常任顧問
2023年 6 月 当社取締役副社長
2024年４月 当社代表取締役社長
2026年５月 当社代表取締役社長 営業本部長兼務

（現任）

9,000株

2 宇 田
う だ

川
がわ

德 彦
のり ひこ

（1965年12月15日生）

1989年４月 当社入社
2024
2024

年
年

6
11

月
月

当社技術本部品質保証部長
当社技術本部副本部長 同本部品質保証部長兼務

2025年４月 当社生産本部長 同本部生産技術部長兼務
2026年４月 当社執行役員生産本部長

（現任）

2,000株

3 平
ひら

泉
いずみ

博
ひろ

史
し

（1970年11月24日生）

1993年４月 新日本製鐵株式會社（現日本製鉄株式会社）入社
2022年４月 同社瀬戸内製鉄所労働・購買部長 安全環境防災部部長代理兼務
2024年 4 月 同社名古屋製鉄所労働・購買部長 安全環境防災部部長代理兼務
2026年 3 月 当社管理本部長（執行役員待遇）
2026年 4 月 当社執行役員管理本部長

（現任）

ー 株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 ・ 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社の株式数

4 井
いの

上
うえ

義
よし

典
のり

（1969年5月24日生）

1992年４月 新日本製鐵株式會社（現日本製鉄株式会社）入社
2020年４月 同社九州製鉄所形鋼部長
2021年 4 月 同社関西製鉄所形鋼部長
2022年 4 月 同社関西製鉄所生産技術部長
2023年 4 月 同社関西製鉄所（和歌山地区）副所長 生産技術部長兼務
2025年 4 月 同社厚板・建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部長（現任）

（重要な兼職の状況）
日本製鉄株式会社厚板・建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部長

ー 株

5 土
と

岐
き

敦
あつ

司
し

（1955年５月19日生）

1983年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）（現任）
1989年４月 奥平・土岐法律事務所パートナー
1997年４月 明哲綜合法律事務所代表
2001年12月 株式会社丸山製作所社外監査役
2008年３月 成和明哲法律事務所パートナー
2015年12月 株式会社丸山製作所社外取締役監査等委員（現任）
2016年６月 当社取締役（現任）
2018年９月 明哲綜合法律事務所代表（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社丸山製作所社外取締役監査等委員

ー 株

6 桒
くわ

山
やま

章
しょう

司
じ

（1956年４月15日生）

1979年４月 丸紅株式会社入社
2003年４月 同社非鉄金属部長
2008年４月 同社執行役員金属資源部門長代行
2012年６月 同社代表取締役常務執行役員金属部門管掌役員
2018年６月 丸紅建材リース株式会社代表取締役社長
2021年６月 同社顧問
2022年６月 同社顧問退任
2023年６月 当社取締役（現任）
2023年６月 神東塗料株式会社社外監査役（現任）

（重要な兼職の状況）
神東塗料株式会社社外監査役

ー 株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 ・ 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

7 小 笠
お がさ

原 薫 子
わら かおる こ

（1965年８月23日生）

1996年10月 青山監査法人（現 PwC Japan 有限責任監査法人）入所
1999年 5 月 公認会計士登録
1999年 7 月 プライスウォーターハウスクーパース税務事務所（現PwC税理士法

人）移籍
2003年10月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
2012年 7 月 小笠原会計（公認会計士・税理士）事務所開設 所長（現任）
2015年 8 月 株式会社オガサワラアンドカンパニー設立 代表取締役（現任）
2022年11月 草加商工会議所監事（現任）
2024年６月 当社取締役（現任）
2024年６月 カンダホールディングス株式会社社外監査役（現任）

（重要な兼職の状況）
カンダホールディングス株式会社社外監査役

ー 株

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．堀田穣及び平泉博史の両氏は、過去10年間に当社の親会社である日本製鉄株式会社の業務執行者であったことがあります。

両氏の日本製鉄株式会社における地位及び担当につきましては、略歴に記載のとおりであります。
３．候補者井上義典氏は、現在、親会社である日本製鉄株式会社の業務の執行をしております。なお、日本製鉄株式会社にお

ける地位及び担当につきましては、略歴に記載のとおりであります。
４．土岐敦司、桒山章司及び小笠原薫子の３氏は、社外取締役候補者であります。３氏は、株式会社東京証券取引所の定めに

基づく独立役員の候補者であります。
５．候補者土岐敦司氏は、当社の特定関係事業者である日鉄テックスエンジ株式会社の社外監査役であります。
６．土岐敦司氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏ま

えた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を行うのに適任であることから、2016年６月から社外取締役として、取締
役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っていただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏
が社外取締役に選任された場合の役割として、上記の理由から、客観的かつ法的見地からの監督とアドバイスをいただく
ことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外取締役または
社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職
務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

７．土岐敦司氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもっ
て10年となります。

８．当社と土岐敦司、桒山章司、小笠原薫子の３氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責
任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任額は法令の定める額としております。本定時株主総会にお
いて３氏が再選され再任した場合は、同契約を継続する予定であります。

2026年05月19日 15時30分 $FOLDER; 60ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 60 ―

９．桒山章司氏を社外取締役候補者とした理由は、丸紅建材リース株式会社の代表取締役社長を務められるなど、経営者とし
ての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された
場合の役割として、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社の経営体制のさらなる強化に向けた助言や意
見をいただくことが期待されることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

10. 桒山章司氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもっ
て３年となります。

11. 小笠原薫子氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社はその
経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、公認会計士としての豊富な経験と幅
広い知識を活かし、当社の経営体制のさらなる強化に向けた助言や意見をいただくことが期待されることから、引き続き
社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法
で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと
判断しております。

12. 小笠原薫子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をも
って２年となります。

13. 当社は、保険会社との間で取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役
がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が
填補されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。また、被
保険者の保険料負担はありません。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途
中に当該保険契約を更新する予定であります。

14. 当社は、宇田川徳彦氏、平泉博史氏及び井上義典氏の選任が承認された場合には、当社と会社法第430条の２第１項に規
定する同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約
を締結する予定であります。

15. 当社は、堀田穣氏、土岐敦司氏、桒山章司氏及び小笠原薫子氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約
を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしており
ます。各候補者の再任が承認された場合は、各氏との間で当該補償契約を継続する予定であります。
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査役中西謙介は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、改めて監査役１名の選任をお願

いいたしたいと存じます。
なお、監査役候補者の金内悟氏は、退任監査役中西謙介氏の補欠として選任をお願いするものであり、その

任期は当社定款の定めにより、前任者の任期の残存期間となります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名
（生年月日） 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る 当 社

の 株 式 数

金
かな

内
うち

悟
さとる

（1975年5月16日生）

1998年４月 新日本製鐵株式會社（現日本製鉄株式会社）入社
2021年 5 月 同社人事労政部人事室長
2023年 4 月 同社総務部秘書室長
2026年 4 月 同社厚板・建材事業部 厚板・建材営業部長（現任）

（重要な兼職の状況）
日本製鉄株式会社厚板・建材事業部 厚板・建材営業部長

ー 株

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．候補者金内悟氏は、現在、親会社である日本製鉄株式会社の業務の執行をしております。なお、日本製鉄株式会社におけ

る地位及び担当につきましては、略歴に記載のとおりであります。
３．当社と金内悟氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定

であり、当該契約に基づく賠償責任額は法令の定める額といたします。
４．当社は、保険会社との間で監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役

がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が
填補されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。また、被
保険者の保険料負担はありません。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中
に当該保険契約を更新する予定であります。

５．当社は、金内悟氏の選任が承認された場合には、当社と会社法第430条の２第1項に規定する同項第1号の費用及び同項第
2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結する予定であります。
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（ご参考）取締役及び監査役のスキル・マトリックス
当社の取締役会は、当社グループの事業内容や経営課題に的確かつ迅速に対応しうる最適な規模とし、取締役

会全体としての経験・識見・専門性・職歴・年齢のバランスや多様性を考慮した役員構成にすることとしており
ます。
【第２号議案、第３号議案が承認された場合の経営体制】

氏 名

役員が有する知見・経験

企業
経営

営業・
マーケテ
ィング

技術
研究

製造・
品質
管理

財務
会計

人事
労働

法務・
コンプラ
イアンス

国際性 ESG リスク
管理

取締役 堀田 穣 ● ● ● ● ●

宇田川 德彦 ● ● ● ●

平泉 博史 ● ● ● ●

井上 義典 ● ● ● ● ● ●

土岐 敦司 社 外
独 立 ● ●

桒山 章司 社 外
独 立 ● ● ● ●

小笠原 薫子 社 外
独 立 ● ●

監査役 坂森 直人 ● ●

金内 悟 ● ● ● ● ●

池内 浩 社 外
独 立 ● ● ●

服部 両一 社 外
独 立 ● ● ●

以上
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ジオスター株式会社 定時株主総会会場ご案内図

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

2026年６月24日（水曜日）
午前10時（受付時間：午前９時）

日 時

〒112-0012
東京都文京区大塚一丁目5番23号

“嘉ノ雅” 茗渓館
２階 茗渓
TEL：(03) 5319-1888（代表）

会 場

大きなお手荷物や傘等は、会場内に
お持ち込みいただけませんので、２
階クローク（株主総会会場入口）に
お預けください。

お願い

ジオスター株式会社
東京都文京区小石川一丁目４番１号
https://www.geostr.co.jp/

東京メトロ 丸ノ内線
「茗荷谷駅」
１番出口より徒歩３分

東京メトロ 有楽町線
「護国寺駅」
５番出口より徒歩11分
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嘉ノ雅 茗渓館
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